
大気汚染防止法（抄）、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律（抄） 
 
 
大気汚染防止法（抄） 

（昭和四十三年六月十日法律第九十七号） 

 
（定義等） 

第二条 （略） 

１３ この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の

健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい煙（第一項第一

号及び第三号に掲げるものに限る。）及び特定粉じんを除く。）をいう。  

 
第二章の四 有害大気汚染物質対策の推進 

 
（施策等の実施の指針） 

第十八条の二十 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置

は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止され

るようにすることを旨として、実施されなければならない。  

 

（事業者の責務）  

第十八条の二十一 事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出

又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置

を講ずるようにしなければならない。  

 

（国の施策）  

第十八条の二十二 国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の

汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の

健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。  

２ 国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気

汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、

その成果を定期的に公表しなければならない。  

３ 国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策

が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技

術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならな

い。  

 

（地方公共団体の施策）  

第十八条の二十三 地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚

染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。  

参考資料５ 



２ 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の二十一の措置を講ずることを促進する

ために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物

質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。  

 

（国民の努力）  

第十八条の二十四 何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又

は飛散を抑制するように努めなければならない。  

 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（抄） 

（平成十一年七月十三日法律第八十六号） 

 
（目的） 

第一条 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配

慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに

関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出

量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関す

る情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な

管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。 
 
（定義等） 

第二条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物（それぞれ放射性物質を

除く。）をいう。 

２ この法律において「第一種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、か

つ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、

相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質

で政令で定めるものをいう。 

一 当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を

及ぼすおそれがあるものであること。 

二 当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化

学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。 

三 当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させ

ることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。  

３～６ （略） 

 
（事業者の責務）  

第四条 指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が

人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当

するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等

の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する

国民の理解を深めるよう努めなければならない。 



 

（排出量等の把握及び届出） 

第五条 第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質

の排出量（第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動す

る当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法

により当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量として算出する

量をいう。次項及び第九条第一項において同じ。）及び移動量（その事業活動に係る

廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第

一種指定化学物質の量として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項に

おいて同じ。）を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。 

２ 第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定

化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指

定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なけ

ればならない。 

３ 前項の規定による届出（次条第一項の請求に係る第一種指定化学物質に係るものを

除く。）は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わ

なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に

関し意見を付すことができる。  

 
（国及び地方公共団体の措置） 

第十七条 国は、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ、化学

物質の性状に関する科学的知見の充実に努めるとともに、化学物質の安全性の評価に

関する試験方法の開発その他の技術的手法の開発に努めるものとする。  

２ 国は、化学物質の性状及び取扱いに関する情報に係るデータベース（論文、数値、

図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索するこ

とができるように体系的に構成したものをいう。）の整備及びその利用の促進に努め

るものとする。  

３ 国及び地方公共団体は、指定化学物質等取扱事業者が行う指定化学物質等の自主的

な管理の改善を促進するため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるもの

とする。  

４ 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて指定化学物質等の性状及び

管理並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深めるよう努める

ものとする。  

５ 国及び地方公共団体は、前二項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努

めるものとする。  


